
第 6章

ベトナムの市場経済化・工業化と国家の制度能力

石 塚　二 葉

はじめに

　ベトナムは，2002年現在で 1人当たり GDPが約430ドル，就業人口の 7

割近くが第一次産業に従事している農業国である。GDPに占める第二次産

業（建設を含む）の割合が第一次産業を上回るようになったのはここ10年以

内のことであり，主要輸出品目をみてもまだ一次産品の占める位置が大きい。

産業発展，工業化という面からみると，東南アジアでも ASEAN先進グルー

プとの差は歴然としている。ベトナムにおいては，そもそも市場経済システ

ムを前提とした工業化努力というもの自体の歴史がまだ短い。

　しかし，ドイモイ開始以降，ベトナムは市場経済化に伴う混乱を一定レベ

ルに抑え，比較的順調に経済を成長軌道に乗せることに成功した。またアジ

ア経済危機後の立ち直りも早く，ここ数年は東・東南アジア地域で中国に次

ぐ成長率を記録し続けている。成長に伴い地域間格差，所得格差の拡大など

の問題が生じることは避けがたいが，総じて貧困削減も急速に進んでいる。

このような発展を背景に，ベトナムがアジア NIEsに続く成功事例になりう

るのかどうかという問題は，特に経済社会的諸条件の比較という形で幅広く

論じられている（たとえば Dapice［1993］など）。

　これに対し，国家の制度能力という観点からベトナムがいわゆる東アジア

型の開発主義国家たりうる潜在能力をもっているのかという問題については，
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あまり明確に論じられていない⑴。ベトナムの工業化のレベルがまだ非常に

低い現段階でこのような議論をすること自体，不確実な要素を多く含み，多

分に憶測的になることを避けがたいであろうこともその理由であるかもしれ

ない。しかし逆にいえば，このような段階であるからこそ，今後ベトナムが

どのような開発戦略をとるべきかという問題と絡んで，ベトナム国家が選択

的産業政策に代表される開発主義的な政策を有効に策定・実施する能力をも

っているのかという問題が現実的な関心の的となるともいえる。研究者・実

務家の間では，この点に関し，期待と不信が入り交じっているようである⑵。

　本章では，ベトナムにおける国家の制度能力について，主として二つの面

から検討を行う。第 1に，ドイモイの実質的な開始からマクロ経済の安定化

を達成するまでの約10年間（1979年ごろから1989年ごろ）の改革プロセスにお

いて示された国家の能力の性格について，当時の経済政策決定・執行過程を

分析した既存研究にもとづいて検討する（第 1節）。昨今のベトナム経済の

パフォーマンスのよさがどの程度持続可能なものか，あるいはそれがどこま

で国家の政策に帰することができるものであるかについては議論の余地があ

るとしても，少なくともこのドイモイ初期の10年間において一連の政策を適

切に決定，執行することができていなければ，今日のベトナムの状況は違っ

たものになっていたであろうということはできると思われる。研究者・実務

家の間でベトナム国家の能力への一定の信頼感があるとすれば，それは少な

からずこの時期の改革のプロセスと成果に由来するものと思われる。

　しかしながら，体制移行にかかる改革プロセスのみにもとづいてベトナム

が国家主導の開発政策ないし介入的産業政策を成功させる能力をもつか否か

を推測することには次のような問題がある。まず，一国の政治経済体制の基

本原則に関わるような決定というのは，既存の体制を前提とした開発政策の

決定とは異なる次元のものであると考えられる。また，国家の制度能力とは

主として対社会ないし対市場（企業）の関係において規定されるものと考え

られるが，ドイモイはこの社会・市場のあり方自体を変化させるものであり，

それに伴って国家の社会・市場との関わり方にも大きな変化が起こっている。
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　そこで第 2に，1990年代半ば以降におけるベトナムの開発，工業化の基本

路線に関する動向および繊維・縫製産業の発展戦略の事例の検討を通じて，

ドイモイ期のベトナムが開発主義志向およびそれを成功させうる制度能力を

もっているのかについて考察する手がかりを得たいと思う（第 2節）。開発

の基本路線に関しては，ここでは国営企業の役割に関する議論に焦点を絞る。

繊維・縫製産業を事例として取り上げるのは，それが1990年代の輸出の伸び，

経済成長を支えた主要な成長産業であり，雇用創出にも重要な役割を果たし

ていることに加え，同部門では主要な国営企業の多くが総公司という企業集

団の傘下におかれており，この総公司が産業政策の客体ないし手段としてど

のように位置づけられているかを検討することにより，産業政策の方向性，

有効性に対する一定の評価を行うことが可能なのではないかと思われること

からである。

第 1節　ドイモイの開始と国家の制度能力

　本節では，1970年代末から1980年代末の約10年間における体制改革のプロ

セスを振り返り，そこで示された国家の能力およびそれを支えた政策決定・

実施の仕組みについて検討する。

1．体制移行とグラジュアリズムアプローチ

　市場経済化のプロセスにおける「ビッグバン」アプローチと「グラジュア

リズム」（漸進的）アプローチの長短に関しては，それぞれの用語の定義の

問題を含め，さまざまな議論があるが，大野健一によれば，両者の根本的な

違いは，「改革進行の絶対速度というよりも，『政策パッケージ』を打ち出す

ときに，構成要素の相乗作用を重視して一挙に実施すべきか，それとも，論

理的要請にしたがい一定の差し替えできない順序で行うべきかにかかわる」
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（大野［1996: 106-107］）ものとされる。ベトナムにおける改革の性格につい

ても議論があるが⑶，大野は，ロシア，東欧の改革と対比して，中国やベト

ナムでは国有企業の私有化を性急に行わず，「国有企業と新興の民間企業と

に対し異なる政策を適用することによって，生産と雇用の崩落を避けると同

時に，市場化のダイナミズムをゆっくりと育てていこうとする」（大野［1996: 

150-152］）戦略をとっているとみられることから，ベトナムの改革は一種の

グラジュアリズム改革であるとみているものと思われる⑷。

　IMF，世銀などは一般に体制移行に関してビッグバンアプローチを支持し

ているとみられるが，IMFによると，ビッグバンアプローチの利点は，経

済的には「政策パッケージ」の相互依存性，政治的には国民に改革の不可逆

性を示し，反対勢力に結集の時間を与えないことにより改革の成功率を高め

られる点などに求められるという（大野［1996: 108］）。すなわち，グラジュ

アリズムアプローチに対するひとつの懸念は，改革の政治的な持続可能性の

問題であると考えられる。そうであるとすれば，グラジュアリズム改革を成

功させることができた国では，国内外の状況変化に柔軟に対応する一方で，

既得権益などの改革反対勢力の圧力に屈しない国家の強い自律性があったと

みられる可能性がある。そこで，以下では，ベトナムのグラジュアリズム改

革の遂行過程と，そこにおいて示された国家の能力の性格について，既存研

究の成果を踏まえて検討してみたい。

2．1979年から1989年の時期における改革プロセスとその成果

　ベトナムにおける体制移行改革の第 1期は，1979年から1981年ごろにかけ

て，それまでの社会主義建設路線を修正し，一定の経済活動の自由化を進め

る一連の「新経済政策」が実施された時期であるとみることができる。主な

方策としては，農業部門では1981年，合作社に生産物請負制度を導入し，余

剰生産物の自由処分を認める第100号指示が出され，工業部門では同年，国

営企業が自主的に原材料を調達して生産，販売を行う余地を認める第25号決
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定が出された。その契機となったのは，1978～79年に中国および西側からの

援助が停止され，中央計画システムを通じた物資の供給が困難になるという

状況下で，国営企業などが計画システム外の経済活動に活路を求めるという

現象（「フェンスブレーキング」，ベトナム語では pha rao）が蔓延したことであ

った。「新経済政策」は一面このような現実を追認するものであったが，ま

だ中央計画システムを根本的に修正しようとするものではなく，危機を乗り

切るための戦略的撤退にすぎないという見方が党指導部の間でも主流であっ

たとみられる。事実，1980年 6月の政治局決議においてはすでに流通自由化

の流れを反転する姿勢が打ち出され，1980年代前半はいったん自由化が進ん

だ分野で引き締めを強化する党・政府の文書が次々に出された⑸。

　「新経済政策」は特に農業部門において生産を刺激する効果をもったが，

他方，国家が買い上げる農産物および工業製品の価格の上昇をもたらし，こ

れに対して国営企業に対する生産財販売価格や都市住民に対する配給物資の

価格は据え置かれたことなどから，国家財政の赤字が膨張し，急激なインフ

レを引き起こすという副作用も生んだ。インフレは都市住民の生活を直撃し，

賃金労働者の勤労意欲を減退させ，工業生産は停滞し，自由市場・闇市場が

発達した。このような社会経済の混乱の原因に関しては，「新経済政策」が

本来あるべき社会主義原則から逸脱していたことを問題視する立場と，逆に

それが部分的な改革にすぎなかったことを原因と考え，より抜本的な改革が

必要であると考える立場とがあったが，1985年ごろからは後者の立場が有力

になってくる。

　1986年の第 6回党大会では，社会主義への過渡期の最初の段階が長期にわ

たることを前提としたうえで，当面，食糧生産，消費財生産，輸出に重点を

置くこととし，また社会主義セクター内部における経済運営を市場原理を基

軸とする方式へ転換する姿勢を明確にした。非社会主義セクターについても

今後長期にわたって存続するものとして適切な範囲でその活動を保障，奨励

すること，社会主義諸国のみならず，資本主義諸国を含むあらゆる国との経

済協力関係を拡大することなどもうたわれた。この時期を改革の第 2期とみ
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ることができる。具体的な政策としては，非国営部門の管理に関する規制緩

和や外国投資法の制定（1987年），合作社における単価請負制⑹の導入（1988

年）などが実施され，ベトナムのマルチセクター経済への移行が制度的に確

立した。他方，1988年まではまだ年率数百パーセントのインフレが継続して

いたが，1988～89年に統制価格の撤廃，財政補助金の削減，新しい金利政策

の導入などの一連の安定化政策が集中的に実施された結果，インフレも急速

に収束に向かった⑺（表 1）。

　この10年間の改革がもたらした変化をいくつかのデータにもとづいてみて

おきたい。まず，1980年代までの工業生産成長率には大きな波があったこと

が分かる（表 2）。主要工業製品の生産量の推移（表 3）をみると，ベトナム

戦争終結後15年間で，電力，セメント，砂糖など一部の品目は，まだ絶対量

表 1　消費者物価上昇率（1976～90年）
（％）　

年 上昇率 年 上昇率 年 上昇率

1976 21.9 1981 69.6 1986 387.3
1977 18.6 1982 95.4 1987 201.3
1978 20.9 1983 49.5 1988 208.2
1979 19.4 1984 64.9 1989 34.7
1980 25.2 1985 91.6 1990 67.5

　（出所）　Tran Hoang Kim［1992: 181］。

表 2　工業生産成長率（1976～90年）
（％）　

年 工業成長率 年 工業成長率 年 工業成長率

1976 12.6 1981 1.0 1986 6.1
1977 10.9 1982 8.7 1987 10.0
1978 8.1 1983 12.9 1988 14.3
1979 －4.7 1984 13.3 1989 －3.3
1980 －10.3 1985 9.9 1990 3.2

　（出所）　中臣［2002: 41］。
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は少ないながら比較的高い成長率を示しているが，その他の品目ではせいぜ

い横ばいというものも少なくない。工業生産の担い手（表 4）については，

特に1987年以前は民間部門の経済活動が抑制されていたため，国営部門が約

6割，合作社と民間部門からなる非国営部門が約 4割と，国営企業が中核で

あった。

　これに対し，1990年代に入ると，工業生産は年平均13.8％と一転して安定

した高成長を維持するようになった（表 5）。主要工業製品の生産額をみても，

その伸びは一律ではないが，より広範な分野で比較的高い成長率を示してい

る（表 6）。工業生産の所有形態別内訳をみると，工業生産額に占める国営

部門のシェアは，1995年に約 5割，近年では 4割強と，まだ国内非国営，外

資部門より優勢ではあるが，徐々にその比率を下げてきている（表 7）。他方，

外国投資部門は1995年の約25％から近年では約35％と拡大し，国内非国営部

表 3　主要な工業製品（1976～90年）

　
　

電力
（100万 kWh）

石炭
（100万トン）

鉄鋼
（1000トン）

化学肥料
（1000トン）

農薬
（1000トン）

セメント
（1000トン）

紙
（1000トン）

砂糖
（1000トン）

各種織物
（100万メートル）

1976 3064.2 5.7 63.8 434.8 14.8 743.7 75.0 72.8 218.0
1977 3503.0 6.2 85.9 515.1 19.8 837.6 68.7 95.6 283.4
1978 3817.0 6.0 94.3 591.4 19.3 828.0 71.0 91.3 309.3
1979 3870.8 5.6 106.4 298.1 10.3 700.9 44.7 141.4 259.7
1980 3639.5 5.2 63.5 367.1 8.1 636.6 48.3 175.4 174.4
1981 3851.2 6.0 36.1 271.9 11.2 553.2 53.1 270.7 143.7
1982 4094.3 6.2 50.1 231.9 10.1 724.9 55.5 309.7 233.6
1983 4269.7 6.3 50.8 288.7 14.5 972.5 56.6 303.8 306.8
1984 4954.6 5.0 53.2 460.3 14.8 1335.7 75.1 438.2 364.5
1985 5230.2 5.7 61.6 531.5 17.8 1503.1 78.5 401.7 374.3
1986 5683.0 6.4 64.4 515.8 6.8 1526.0 89.6 345.9 356.7
1987 6213.4 6.8 69.5 485.0 10.8 1665.0 88.0 323.0 361.4
1988 6954.8 6.9 74.1 501.5 13.0 1953.8 88.0 366.0 383.5
1989 7948.4 3.8 84.5 371.9 4.8 2087.5 65.8 375.5 337.3
1990 8789.9 4.6 101.4 354.2 9.2 2534.2 78.8 323.5 318.0

1990/1976 286.9％ 80.7％ 158.9％ 81.5％ 62.2％ 340.8％ 105.1％ 444.4％ 145.9％

　（出所）　Tran Hoang Kim［1992: 156-157］。
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門は1995年の約25％からいったんやや縮小したが2002年には1995年の水準ま

で回復している。経済のマルチセクター化は着実に進んでいるようにみえる。

また，マクロ経済運営をみても，1992年以来インフレは沈静化し，消費者物

価上昇率は1996年以降，1998年を除き， 5％以下に抑えられている（表 8）。

表 4　所有形態別工業生産
（％）　

　 国営部門 合作社および民間部門

1976 68.6 31.4
1977 69.2 30.8
1978 67.7 32.3
1979 63.7 36.3
1980 60.2 39.8
1981 59.0 41.0
1982 56.4 43.6
1983 55.7 44.3
1984 56.2 43.8
1985 56.3 43.7
1986 56.3 43.7
1987 55.9 44.1
1988 56.5 43.5
1989 57.0 43.0
1990 58.6 41.4
1991 61.6 38.4

　（出所）　Tran Hoang Kim［1992: 152］。

表 5　工業生産成長率（1991～2002年）
（％）　

年 工業成長率 年 工業成長率 年 工業成長率

1991 10.4 1996 14.2 2001 14.6
1992 17.1 1997 13.8 2002（prel.） 14.5
1993 12.7 1998 12.5
1994 13.7 1999 11.6
1995 14.5 2000 17.5

　（出所）　GSO［2003: 234］。
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表 6　主要な工業製品（1991～2000年）

　
　

電力
（100万 kWh）

石炭
（100万トン）

鉄鋼
（1000トン）

化学肥料
（1000トン）

農薬
（1000トン）

セメント
（1000トン）

紙
（1000トン）

砂糖
（1000トン）

各種織物
（100万メートル）

1991 9,307 5.0 142 450 13 3,127 109 372 280
1992 9,818 5.0 202 530 11 3,926 119 365 272
1993 10,851 5.9 252 714 14 4,849 128 369 215
1994 12,476 5.7 288 841 14 5,371 154 364 228
1995 14,665 8.4 470 931 16 5,828 216 517 263
1996 16,962 9.8 868 965 20 6,585 220 636 285
1997 19,253 11.4 978 982 19 8,019 263 649 299
1998 21,694 11.7 1,077 978 20 9,738 311 736 315
1999 23,599 9.6 1,357 1,143 22 10,489 349 947 322
2000 26,682 11.6 1,583 1,210 20 13,298 408 1,209 356
2001 30,673 13.4 1,914 1,065 20 16,073 445 1,067 410

2000/1991 286.7％ 232.0％ 1114.8％ 268.9％ 153.8％ 425.3％ 374.3％ 325.0％ 127.1％

　（注）　1994年までの統計には外国投資部門による生産を含まない。
　（出所）　GSO［1997］［1998］［2003］。

表 7　所有形態別工業生産
（％）　

　 1995 1999 2000 2001 2002（prel.）

総生産額 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

国内部門 74.9 65.3 64.1 64.7 64.7

　国営部門 50.3 43.4 41.8 41.1 40.1
　　中央 32.8 28.7 27.7 27.3 26.9
　　地方 17.5 14.7 14.1 13.8 13.2

　非国営部門 24.6 21.9 22.3 23.6 24.6
　　合作社 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7
　　民間企業 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3
　　個人事業者 17.6 13.0 11.8 11.0 10.1
　　混合 4.2 6.1 7.5 9.6 11.4

外国投資部門 25.1 34.7 35.9 35.3 35.3

　（出所）　GSO［2003］。
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これらのデータは変化の一端を示すものにすぎないが，経済発展の質的な変

化および国家のマクロ経済管理の向上をみてとることができるだろう。

3．移行にかかる政策決定・実施と国家の制度能力

⑴　政策決定・執行の仕組み

　中央計画経済期のベトナムにおける経済政策形成システムを図式化するな

らば，概ね次のようなものであったとされる。まず党政治局，なかでも書記

長が，政策顧問や各地方・各省庁幹部の助言，他の社会主義諸国の経験・助

言を参考にしながら基本的な概念や戦略を構築する。特にこの時期の発展戦

略の選択にあたっては書記長の影響力が強かったといわれるが⑻，一般には

政治局レベルの意思決定は「コンセンサス重視」の性格が強いことがベトナ

ムの特徴とされる。書記長と政治局の基本的な考え方が，党大会や党中央委

員会の議論の具体的な内容を構成する。「党大会が長期的戦略に関するもの

であるのに対し，中央委員会は約 6カ月に一度開催され，立法部のように主

として準備された決議の審査，修正を行った。党大会と中央委員会の決議は

国家の立法の骨格を構成した。各部門・各級はこれらの決議の意図を正確に

学習し，執行することを要請された」（Dang Phong and Beresford［1998: 72］）。

　このように政策決定の仕組みは基本的にトップダウンであり，もっとも

重要な決定は党書記長と政治局がすべて行い，政府の役割は党の決定の執

表 8　消費者物価上昇率（1991～2000年）
（％）　

年 上昇率 年 上昇率

1991 67.6 1996 4.5
1992 17.5 1997 3.6
1993 5.2 1998 9.2
1994 14.4 1999 0.1
1995 12.7 2000 －0.6

　（出所）　Tran Dinh Thien［2002: 54］。
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行に限定されていた。しかしながら，ダン・フォン＝ベレスフォードの言に

よれば，これらのリーダーの見解が国全体の利益を反映することを目指して

いたとしても，それは政策顧問や地方・省庁幹部の助言，他国の経験・助言

という限られたインプットにもとづくものであったため，その内容が広く受

容される，あるいは適用可能なものになる保証はなかった（Dang Phong and 

Beresford［1998: 73-74］）。他面，党の決議は通常執行の細部についてまで規

定せず，理論的，プロパガンダ的なスタイルをとっているため，そこで表さ

れる概念や方針はしばしば抽象的，曖昧で，多様な解釈を可能にするもので

あった⑼。そこに実際には執行段階でこれらの方針の「創造的解釈，適用」

を行う必要と余地が生じたとみられるのである。このことは，しばしば地方

（省級）が中央省庁の政策と矛盾する決定を行うという形で顕在化した。省

級人民委員会と中央省庁の間に見解の相違が生じた場合，制度上は首相が裁

定を行うことになるが，実際には首相の役割は形式的なものであり，省級人

民委員会主席や各大臣はむしろ党中央の有力者の支持を取り付けることによ

って事態を自らの有利に解決しようとした（Dang Phong and Beresford［1998: 

52-53］）。結果として中央の方針が意図したとおりに執行されないという状

態は恒常的に存在し，1979年ごろに蔓延した「フェンスブレーキング」も一

面このような政策執行システムの脆弱性ないし柔軟性に起因していたものと

考えられる。

⑵　地方の利益代表の興隆

　問題は，このような政策形成・執行システムを前提として，大きな政治的

断絶なしに，ベトナムの指導者たちがどのように根本的な路線変更を決定・

実施することができたかである。このプロセスを構造的に説明しようとす

るひとつの試みとして，セクターアプローチ（または利益団体政治仮説）があ

る⑽。セクターアプローチは，1980年代における党内改革派の興隆が，党中

央委員会における地方（省級）党組織代表や政府テクノクラートらのグルー

プの勢力拡大と軌を一にしていることに注目する⑾。傘下の国営企業の「フ
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ェンスブレーキング」を支持，保護したとされる地方の党＝国家は1979～81

年の第 1期改革の主たる受益者であり，中央委員会におけるその代表は1986

年時点では政治局内部の改革派と連動して改革を後押ししたとみられるので

ある（Vasavakul［1997: 89-90］，Riedel and Turley［1999: 18-19］）。

　地方の利益代表の勢力拡大という現象自体は，より長期的な中央委員会

の構成の変化の一環と位置づけられる。セイヤーによれば，中央委員会の構

成の変遷にはいくつかの特徴がみられる。第 1に，中央委員会の構成員数の

増加である。1951年以来1986年までに中央委員の数は29名から173名へと 6

倍近く増えている。第 2に，新たな中央委員会が選出されるたびに着実に世

代交代が進んでいることである。第 3に，セクター別構成の変化であり，な

かでも地方代表の勢力の拡大である。1960年には三つの省の代表が中央委員

に選ばれたのみであったが，1982年には24（中央委員総数の15.6％），1986年

には41（同23.7％）の省の党組織代表が中央委員に選出されたという（Riedel 

and Turley［1999: 19］）。このような動向は，武装闘争から平時の管理へと移

行するに伴って生じる国内環境からのインプットへの需要増大に対応すべ

くベトナムの政治システムが発展してきた表れであるとセイヤーは推測する

（Thayer［1988: 178-179］）。

　以上の見方に従えば，トップダウンのシステムの枠内ではあるが，政策の

執行や国営企業の管理に身近に関与する地方代表やテクノクラートの視点や

利益がトップレベルの政策形成過程により反映されやすい仕組みが作られて

いたことが，1980年代における改革の推進力を生み出したと考えることがで

きる。他方，コンセンサス重視の政策決定のあり方や改革の支持基盤内部の

利害の多様性は，改革の実施が急速になりすぎず，「もっとも抵抗の少ない

経路」をとることを要請した（Riedel and Turley［1999: 20］）。このことは，た

とえば第 6回党大会の後，新指導部が経済安定化政策の実施に着手するまで

に時間がかかったことなどに示唆されているとみられる。しかしながら，多

くの改革は基本的に中央による統制を削減する方向のものであり，そのプロ

セスにおいてより多くの「勝者」を生み出してきたために，反対勢力のサボ
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タージュにあって改革が頓挫するということもなく，もはや引き返すことの

できない段階まで到達することができたものと考えられる。

　ドイモイ開始の政治過程に関してはまだ不明な部分も多いが，以上のよう

な既存研究の成果からは，社会諸勢力の圧力から遮断された強い国家が長期

的な視野に立って市場経済化改革の速度や順序を戦略的に決定・実行したと

いうものとは異なる，ダイナミックな社会的・政治的プロセスとしての体制

移行のイメージが浮かんでくる。確かに，重要方針の決定権は少数の指導者

グループに集中しており，一党独裁のもとで社会諸集団の圧力から遮断され

たこのグループが，その一方で現実社会の動向から隔絶することなく，現実

の後追いという部分はあるにせよ，比較的柔軟に社会経済変動の舵を取るこ

とに成功したという面は看過できない。しかしながら，改革の展開過程をみ

ると，このグループが一定の青写真にもとづいて反対勢力を制して改革を断

行したというよりも，むしろ内外の状況変化がこのグループ内の多元的な立

場の間のバランスに影響を与えたことが結果として漸進的な改革の展開につ

ながったと解すべきもののように思われる。

第 2節　市場経済システム下の開発戦略

　第 1節でふれたように，ベトナムでは，国営企業の私有化を性急に行わ

ず，むしろ国営企業を温存しつつ「市場化のダイナミズムをゆっくりと育て

て」いく方針をとっているとみられる。これは，非国営部門の未発達などか

らいって現実的な選択であるとも考えられるが，他方，経済・産業政策の立

案，実施にあたって国営企業により積極的な役割を付与しようとする傾向も

見受けられる。本節では，まず，経済安定化を一応達成した後のベトナムに

おける開発政策の基本方針をめぐる動向について検討し，国営部門と産業政

策の結びつきを示す。つぎに，産業政策の一事例として繊維・縫製産業の発

展戦略を取り上げ，マルチセクター化が進んでいるものの，依然国営企業集
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団（総公司）が大きな位置を占める同分野における産業政策の方向性および

有効性について検討を試みる。

1．「工業化・近代化」と国営企業

　1994年 1月に開催された党中間会議では，ベトナムはマクロ経済の安定化

を基本的に達成し，新たな工業化・近代化の段階に入ろうとしているという

認識が示された。これを受けて，1996年の第 8回党大会では，2020年までに

ベトナムを基本的に工業国とするという目標が設定された。

　白石［1999: 37］によれば，第 8回党大会文書の記述を総合すると，「工

業国」とは「機械化と科学・技術の発展の上に成立し，生産額と労働人口の

双方において工業（とサービス業）が非常に大きな比重を占める経済」であ

るとされ，「その時点でも私営セクターが存続するが，国営セクターが主導

的役割を果たし，そして『国家資本主義』セクター⑿が拡大している」とい

う見通しが示されている。すなわち，ここでは工業化のあり方として，「国

営セクターが主導的な役割を果たす」ことが強調されている。しかもここで

「主導的」役割というときには，質的ばかりでなく量的にも国営セクターが

大きな位置を占めることが示唆されている。実際，同大会のための政治報告

の草案段階では，2020年までに GDPに占める国家部門と合作社部門の比率

を約60％にするという目標が設定されていたという（白石［1999: 41］）⒀。

　国営部門の主導的な役割については，ドイモイ開始後，党大会の文書など

で繰り返し強調されており，それ自体新しいことではない。しかし，1990年

代前半の国営企業改革が赤字企業の整理・統合を中心としていた⒁のに対し，

「工業化・近代化」の時期になると，整理・統合が一段落するとともに，新

たに「総公司」の設立という形で国営企業集団の再編，強化が国営企業改革

のひとつの方向として打ち出されてきた。このことは，1990年代半ばの時点

において国営部門の主導的役割が国家の開発路線と結びつけられたことと無

縁ではないと思われる。
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　総公司は，基本的に従来から存在した企業合同（同業国営企業を集団化して

一定の管理機能を付与したもの）を受け継いだものであり，メンバー企業数 5

社以上，資本金5000億ドン以上の「90型」総公司と，メンバー企業数 7社以

上，資本金 1兆ドン以上の「91型」総公司からなる。91型総公司はまた，従

来の企業合同と異なり，資金調達とメンバー企業への融資を行う金融機関を

組織内部に設けることが認められており，また同一部門のみならず，多部門

間の経営活動を行うことが可能とされている。90型総公司は中央省庁や省級

政府により，91型総公司は首相決定により設立され，その数は2002年で90型

総公司が78，91型総公司が17であった（石田［2004］）。

　総公司制度の目的のひとつは，規模の経済の実現により，特定業種の国際

競争力を強化し，将来経済開発の中核となるような企業グループを形成する

ことである（竹内［1996: 31-33］）。これは特に91型総公司の場合に当てはま

ると思われる。91型総公司は，食糧・食品を除き， 1業種につき 1社設立さ

れており，重点産業における資本の集中，投資の効率化という意図がうかが

われる⒂。もうひとつの意義としては，国営企業を管理する国家機関からの

企業の独立性を高め，国家の行政活動と経営活動を明確に区別することがあ

げられる。これには，企業活動への行政的関与を制限して企業が独立した経

営判断を行えるようにすると同時に，企業を管理する国家機関における意思

決定および実施が企業との密接な結びつきによって影響を受けることを防止

するという意味合いがある。このような意図も，首相直属とされる91型総公

司の場合により明らかである。

　実際に設立された総公司がこれらの目的にかなったものとなっているかど

うかはひとまずおくとして⒃，このような目的を額面どおりにとるならば，

総公司制度の導入は，産業政策実施のためのベトナム国家の制度能力を向上

させるための試みとみなすこともできるかもしれない。そこで，次項では総

公司を主たる担い手とする開発戦略の実態の一端について検討する。
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2．ベトナムの繊維・縫製産業振興政策

⑴　ベトナム繊維・縫製産業の概要

　繊維・縫製産業は，1990年代および2000年代初頭のベトナムにおける輸

出志向産業の主導的地位を占めている。繊維・縫製品の生産は1990年代に

年平均10.4％の成長を遂げた（Vu Quoc Huy et al.［2001: 3］，表 9）。1990年に

はベトナムの輸出総額に繊維・縫製品の輸出が占める割合は7.9％であった

が，1999年には15.1％に増加しており，工業製品としては最大の輸出品目で

あり，全体でも第 1位の輸出品目の地位を原油と争っている⒄。製造業輸出

に繊維・縫製品が占める割合は1990年の56％から1999年の52％とややシェア

を下げてきているが，依然として 5割強を占めている（Thoburn et al.［2002: 

11-12］，表10）。繊維・縫製産業の就業者数は，1990年から1999年の間に20％

増加した⒅。

　繊維部門と縫製部門というサブセクターに分けてみると，1990年代にお

ける年平均成長率は縫製部門が21.4％，繊維部門が6.9％と差があることが

分かる（Vu Quoc Huy et al.［2001: 3］）。繊維・縫製品の輸出に占める繊維製品

のシェアは1990年から1999年の間に23.5％から11.8％と下がっていることか

ら，輸出の伸びも縫製部門の方が大きいことが分かる（Thoburn et al.［2002: 

11-12］）。また，繊維部門だけをとってみると，国営企業の人員削減の影響

を受けて，就業者数は1990年から1999年の間に30％減となっている。

　生産の所有形態別内訳をみると，繊維部門については基本的に製造業一般

と同様であり，縫製部門については国営部門が製造業一般よりも小さく，国

内非国営部門が大きい（表11）。繊維・縫製部門の国営企業は187社であり，

うち繊維部門70社，縫製部門117社である⒆。主要国営企業は大半がベトナ

ム繊維縫製総公司（VINATEX）の傘下にあり，VINATEX自身の推定によれ

ば，同総公司傘下の企業は国内の紡績部門の生産能力の80％，テキスタイル

部門の65％，縫製部門の45％を保有し，輸出総額の40％を占めるという（Vu 
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Quoc Huy et al.［2001: 15］）⒇。

　ベトナムの繊維・縫製産業の発展は輸出の発展と密接に結びついている。

COMECON崩壊前は，ベトナムの繊維・縫製品の輸出は大半が二国間協定

にもとづくソ連・東欧諸国向けの輸出であった。COMECON崩壊後は，こ

れらの国々との多くの契約が打ち切られ，ベトナム繊維・縫製産業は新しい

市場を開拓する必要に迫られた。1992年12月にベトナム・EU間の貿易協定

が締結され1993年に発効したことは，ベトナム繊維・縫製産業の発展のため

の大きな契機となった。他方，ベトナム政府は，旧ソ連・東欧諸国との通商

関係を再構築することにも成功し，EUと東欧という二つのクォータ市場が

1990年代半ばまでベトナム繊維・縫製製品の主要な市場となった。1990年代

後半になると，日本，韓国，台湾，ASEAN諸国などの非クォータ市場への

輸出も伸びてくる。対米輸出については，2001年末に米越通商協定が締結さ

れるまで本格化しなかったが，2002年にはベトナムの繊維・縫製品輸出総額

27億ドルのうちの30％（ 9億ドル）を占め，突然第 1位の輸出先となった21。

対米輸出の急増により，同年の繊維・縫製部門の輸出額は前年比30％増とな

った。後でみるように，アメリカ市場への輸出にも2003年 5月以来クォータ

が適用されている。

表10　ベトナムの繊維・縫製品輸出（1990～96年）
（単位：100万ドル，％）　

繊維 縫製
繊維・縫製計
（a）

（a）
/輸出総額

（a）/製造業
輸出総額

1990 27.8 90.7 118.5 7.9 56.4
1991 29.4 142.9 172.3 9.9 61.8
1992 39.6 357.2 396.8 15.6 62.2
1993 61.7 521.0 582.7 17.8 52.9
1994 107.8 691.6 799.4 17.8 49.3
1995 147.8 878.8 1,026.6 18.2 45.5
1996 175.5 1,162.7 1,338.2 19.8 41.3

（平均伸び率） （29.7％） （47.3％） （43.2％） － －

　（出所）　Hill［1998: 24］。
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　一方，国内市場をみると，織布については40％，縫製品，縫製副資材につ

いては50％の関税が適用されるなど，国内市場は制度上は保護されているよ

うにみえる22。しかしながら，実際は主として中国からの安価な織布や縫製

品の密輸により保護の効果は減殺されている。VINATEXの推定によれば，

繊維部門については，輸出向け縫製品のための原材料を除くと，国内市場に

占める国産品の比率は約半分であるという（Thoburn et al.［2002: 12］）。縫製

部門における外国製品（密輸品も含む）の国内市場浸透率は，1990年代半ば

表11　所有形態別繊維・縫製業生産
　⑴　繊維 （％）　

　 1995 1996 1997 1998 1999（prel.）

国営部門 56.8 58.5 55.4 50.3 47.8
　中央 43.6 45.9 43.7 40.6 38.9
　地方 13.2 12.6 11.7 9.7 8.9

非国営部門 25.9 25.3 24.6 22.6 21.7
　合作社 1.8 1.5 1.3 1.1 －
　民間企業 1.5 2.1 2.1 1.4 －
　個人事業者 21.6 19.2 16.7 15.4 －
　混合 1.0 2.5 4.5 4.7 －

外国投資部門 17.3 16.2 20.1 27.1 30.5

　⑵　縫製 （％）　

　 1995 1996 1997 1998 1999（prel.）

国営部門 34.8 34.7 34.5 32.7 30.5
　中央 13.2 15.5 14.0 14.1 13.8
　地方 21.6 19.2 20.5 18.6 16.7

非国営部門 47.0 50.3 45.0 44.7 44.1
　合作社 0.3 0.6 0.5 0.7 －
　民間企業 1.6 2.0 2.1 1.9 －
　個人事業者 35.7 33.1 27.9 28.4 －
　混合 9.4 14.6 14.5 13.7 －

外国投資部門 18.2 15.0 20.5 22.7 25.4

　（出所）　Vu Quoc Huy et al.［2001: 14, 16］。
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から末ごろまでの間で低いものでは20～25％程度，高いものでは60～70％程

度と用いるデータや時点によりさまざまな推定がある（Thoburn et al.［2002: 

13］）。ただし，近年では国内大手縫製企業が国内市場に目を向け始め，流通

網の整備などに力を入れている結果，国産品の国内市場占有率は上昇傾向に

あるものと推測される。

　そのような新しい動きはあるものの，全体の傾向としては，繊維部門は国

内市場向けが主であり，縫製部門は輸出市場向けが主であるということがで

きる23。繊維・縫製品の輸出入をネットでみると，繊維に関しては大幅な輸

入超過，縫製に関しては大幅な輸出超過となっており，特に密輸品を考慮に

入れるならば，縫製・繊維を合わせたネットの輸出額は限りなくゼロに近い

ともみられる（Hill［1998: 25-26］，表13）。繊維製品の輸入が多いということ

は一面縫製品の輸出が原材料の輸入に大きく依存していることの表れであり，

さらにいえば，縫製部門が国際的に競争的な価格で原材料を調達することが

できていることを示唆するものともいえる。しかしながら，縫製部門と比べ

て繊維部門の発達が大きく遅れていることは否定できず，そのことは（原材

料の輸送費用や納入にかかる期間などの面で）縫製部門の発展の制約要因にも

なっているとも考えられる。

　また，縫製部門自体についても，ベトナムの縫製品輸出は大半が CMT

型委託加工であり，現在，FOB型輸出は全体の約25％と推定されている24。

表12　繊維・縫製輸出先の内訳
（単位：100万ドル）　

1997 1998 1999 2000 2001

総額 1,349 1,351 1,747 1,892 1,962

日本 325 321 417 620 588
EU 410 521 555 609 599
アメリカ 12 26 34 50 45
その他 602 483 741 613 730

　（出所）　FEI［2003: 23］。
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CMT型委託加工は現在のベトナムの比較優位に適合的である25と思われる

反面，このタイプの輸出においてはベトナム国内における付加価値が非常に

小さいばかりでなく，MFAクォータの廃止により生産拠点としての優位性

が急激に変動する恐れがあるなど，これに依存し続けることの問題点も指摘

される（Thoburn et al.［2002: 25-26］）。

　このような状況に対し，ベトナムの繊維・縫製産業に関する近年の主要な

調査研究の提言は分かれている。大きく分けて，ヴー・クォック・フイほか

（Vu Quoc Huy et al.［2001］）や後藤（後藤［2003］）は，繊維部門についてはベ

トナムに比較優位がなく，国際経済統合の進展のなかで繊維部門に資本をつ

ぎ込むことには慎重であるべきであると考えるのに対し，ヒル（Hill［1998］）

は，繊維部門の強化は繊維・縫製産業全体の発展のために望ましく，繊維部

門への投資増強はそのために必要であると考えているようである（ただし，

ヒルは，その前提として繊維部門における国営企業改革が不可欠であることを強

調する26）。ソバーンほかは，より間接的な表現ながら，繊維部門への大規模

な投資は同部門の競争力を高めるであろうと述べている（Thoburn et al.［2002: 

33］）。

表13　ベトナムの繊維・縫製品貿易（1990～96年）　

繊維 縫製 繊維・縫製計

純輸出額 1）

（100万ドル）
NTR 2） 純輸出額 1）

（100万ドル）
NTR 2） 純輸出額 1）

（100万ドル）
NTR 2）

1990 －107.4 －0.66 84.9 0.88 －22.5 －0.09
1991 －154.2 －0.72 136.3 0.89 －17.9 －0.05
1992 －292.3 －0.79 334.8 0.88 42.5 0.06
1993 －491.1 －0.80 491.0 0.89 －0.1 0
1994 －599.9 －0.74 649.7 0.89 49.8 0.03
1995 －843.4 －0.74 828.1 0.89 －15.3 －0.01
1996 －1007.4 －0.74 1104.1 0.90 96.7 0.04

　（注）　1）　輸出－輸入
　　　　2）　（輸出－輸入）/（輸出＋輸入）
　（出所）　Hill［1998: 25］。



190 第 6 章　ベトナムの市場経済化・工業化と国家の制度能力　191

⑵　2010年までの繊維・縫製産業の発展戦略（首相決定55号）

　上記のような状況認識は概ね関連政府機関の間でも共有されているように

思われる。2001年，首相決定55号により「2010年までの繊維・縫製産業の発

展戦略」（以下，「発展戦略」と記す）が承認，公布された。首相決定55号は全

5カ条からなり，その構成は次のとおりである。

　第 1条　目標・戦略・主要な数値目標

　第 2条　戦略実施のための政策

　第 3条　実施の組織

　第 4条　施行期日

　第 5条　施行の責任

　「発展戦略」は，VINATEXの提議にもとづき（すなわち VINATEXが草案作

成に責任を負っていると解される），商業省，工業省，計画投資省，科学技術

環境省，農業農村開発省，財政省および中央銀行の各機関の意見を踏まえて

策定されている。ちなみに，「発展戦略」の前に，1999年には工業省の提議

による「2010年までの繊維・縫製産業総合発展マスタープラン」（首相決定

161号）が出されており，「発展戦略」は，このマスタープランの目標を再調

整し，また目標達成のための手段をより具体的に定めたものであるという27。

マスタープランおよび「発展戦略」は，繊維・縫製産業の振興にかかる全

政府的・長期的な取り組みの基礎となることを目指すものであると考えられ

る28。以下では，「発展戦略」の内容とその実施状況についてやや詳しく検

討する。

　①　目標・戦略・主要な数値目標

　まず，「発展戦略」の目標は，「繊維・縫製産業を輸出に関し重点的，先導

的な産業のひとつとすること；日増しに高まる国内需要を満足させること；

社会のために雇用を創出すること；競争力を高め，地域および世界経済への

統合を着実に進めること」とされる。

　マスタープランと対比すると，「発展戦略」では繊維部門と縫製部門の戦
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略を分けて記述している点が特徴的である。そのそれぞれの第 1項は，国営

部門およびその他の部門の位置づけに関わる。すなわち，「繊維部門では国

営企業が中核となり，引き続き主導的な役割を果たす」ことが明記されてい

るのに対し，「縫製部門では国家が資本の100％を保有する必要のない企業は

株式化を推進する」こととされる。

　主要な目標値は表14のとおりであるが，マスタープランと対比して新しい

点としては，全体としての生産，輸出を拡大するというほかに，輸出に占め

る国産原材料の使用率（FOB輸出の割合で近似される）29の目標を定めている

ことが注目される。これは，輸出品生産にかかる投入財の輸入依存を改め，

国産原材料の生産を振興することを目的としたものと考えることができる。

それぞれの目標値自体は，大体において2005年で2001年ごろのほぼ倍，2010

年でまたその倍になるように設定されている。

　②　輸出促進

　つぎに，上記の目標を達成するための手段についてみていく。

　まず，輸出促進策についてみれば，「発展戦略」では，繊維・縫製輸出ク

ォータ費および入札代金収入の全額を，繊維・縫製分野の国際機関への参加，

輸出促進および繊維・縫製分野の人材育成など，輸出市場の拡大のための活

動に充てることとしている（第 2条 5項）。補助の対象となるのは VINATEX，

VITAS（Vietnam Textile and Apparel Association：繊維・縫製部門の全国レベルの

業界団体）および国営・非国営・外資を含む全セクターで実際に輸出を行い，

クォータ費・入札代金を払っている企業であり，申請にもとづいて各企業な

どが実際に払ったクォータ費・入札代金の総額を限度として補助を受けられ

ることとされる。申請書を受理し，支給額を決定するのは財政省である30。

　また，「発展戦略」第 2条 6項を受けて，財政省は，対米輸出を促進する

ための支援策として，2001年 1月 1日から米越通商協定が発効するまでの期

間にアメリカ市場に繊維・縫製製品を輸出した企業（国営，非国営，外資を

問わない）に対し，申請にもとづき，FOB価格によって計算される輸出金額

の 7％を補助することとした。補助金はアメリカ市場への輸出のための経費
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表14　首相決定55号による「2010年までの繊維・縫製産業の発展戦略」の目標・戦略

目標：繊維・縫製産業を輸出に関し重点的，先導的な産業のひとつとすること；日増しに
高まる国内需要を満足させること；社会のために雇用を創出すること；競争力を高め，地
域及び世界経済への統合を着実に進めること。

戦略：
a）繊維産業（繊維原料の生産，紡績，織布，染色，プリント加工を含む）に関する戦略：
・国営企業が中核となり，引き続き主導的な役割を果たす。外国投資部門を含む他の部門
はこの分野の発展への参加を奨励される。
・開発投資は環境保護と結びつけられなければならない。大都市の中心から離れたところ
に紡績，織布，染色およびプリント加工のための産業集積の建設を計画する。
・近代的な設備，高度技能，先進技術，高度の専門化のために投資を集中させる。ベトナ
ム繊維製品のブランドを国際市場において徐々に確立するため，新しい繊維製品のデザ
インを重視する。
・国際基準に従って品質管理システムを組織し，繊維製品の品質を飛躍的に向上させ，繊
維製品の生産量を急速に増加させ，輸出および国内消費需要に対応する。

b）縫製産業に関する戦略：
・国家が資本の100％を保有する必要のない縫製企業については株式化を推進する。特に
人口が多く，労働力の豊富な地域において，すべての経済部門が縫製産業の発展に投資
することを奨励する。
・縫製品のデザイン，モデリングを強化する。生産管理，品質管理システムの改善に投資
を集中する。労働生産性を急速に高め，生産コストを引き下げ，国際市場におけるベト
ナムの縫製品の競争力を高めるためのエコノミカルな手段を適用する。

c）綿花，桑，繊維の原料となる植物の栽培地域，人造繊維，繊維・縫製産業に供給され
る各種原料，副資材，化学薬品や染料分野を発展させるための投資を推進し，原材料
や副資材の輸入を代替して大部分を自給することを目指す。

d）繊維・縫製関連機械分野を発展させるために外国投資部門を含むすべての形式の投資
を奨励し，国内で繊維・縫製設備のスペアパーツの供給，組み立ておよび製造を十分
に行えるようになることを目指す。

主要な数値目標：
（生産）2005年：綿繊維 3万トン，合成繊維 6万トン，各種紡糸15万トン，絹布 8億 m2，
ニット製品 3億着，衣類 7億8000万着；2010年：綿繊維 8万トン，合成繊維12万トン，各
種紡糸30万トン，絹布14億 m2，ニット製品 5億着，衣類15億着
（輸出）2005年：40～50億ドル；2010年：80～90億ドル
（労働力）2005年：250～300万人；2010年：400～450万
（輸出に占める国産原材料使用率）2005年：50％以上；2010年：75％以上
（繊維・縫製産業に対する開発投資）2001～2005年：35兆ドン（うち VINATEXに12兆
5000億ドン）；2006～2010年：30兆ドン（うち VINATEXに 9兆5000億ドン）
（綿花生産に対する開発投資）2010年までに 1兆5000億ドン
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を補助するためのものであり，顕彰基金や福利基金に流用してはならないこ

ととされる。財政省が申請書を受理し，輸出支援基金からの拠出額を決定す

る31。

　③　投資額の目標と投資資金確保のための方策

　「発展戦略」では，生産，輸出，雇用，輸出品の国産化率などに関する目

標を達成するために，2001～05年に産業全体として約35兆ドン（約23億ドル），

うち VINATEX分が約12兆5000億ドン（約 8億3000万ドル），2006～10年に約

30兆ドン（約20億ドル），うち VINATEX分が約 9兆5000億ドン（約 6億3000

万ドル），10年間で総額約65兆ドン（約43億ドル）の投資が必要であるとして

いる。その他，綿花栽培地域の開発のための投資が2010年までに 1兆5000億

ドン（約 1億ドル）と見込まれている。2002年の繊維・縫製輸出総額が27億

ドルであったことに鑑みると，2001～05年の目標額23億ドルの規模の大き

さが実感される。また，ソバーンほかによれば，1996～2000年の 5年間にお

ける VINATEX傘下の企業の投資総額は 3兆5040億ドン（約 2億3000万ドル）

であったとされ（Thoburn et al.［2002: 19］），これはすでに相当の規模である

と思われるが，「発展戦略」の前半 5年間で目標とされる VINATEXの投資

額は過去 5年間の実績の3.6倍ということになる。

　このような野心的な資金動員を可能にするために，「発展戦略」は次のよ

うな手段を定めている。

ⅰ　国家は，原料生産地域，綿花，桑栽培および養蚕発展プロジェクト，

廃水処理施設プロジェクト，繊維工業区プロジェクト，繊維・縫製分

野の研究所，学校およびセンターにおける訓練と研究を，財政または

ODA資金により援助する（第 2条 1項）。

ⅱ　紡績，織布，プリント加工および染色，繊維原料，縫製副資材，お

よび繊維・縫製関連機器の生産プロジェクトは，a）国家の開発投資信

用を受ける権利を与えられ，うち50％は融資時点の金利の50％の優遇金

利を適用され，期限は12年間で 3年の猶予期間が与えられる；残りの50

％は開発支援基金の規定による，b）国内投資奨励法の優先分野とされ，
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同法の投資優遇措置を受ける（第 2条 2項）。

ⅲ　紡績，織布，プリント加工および染色，繊維原料，縫製副資材，お

よび繊維・縫製関連機器の生産に携わる国営企業は，a）必要であれば，

繰り延べ払いで設備の調達を行い，または国内外のサプライヤーや金融

機関から商業融資を受ける際に，政府の保証を受けることができる，b）

5年間（2001～05年）資本利用税の払い戻しを受け，再投資に充てるこ

とができる，c）一括給付として各企業の流動資本の30％の追加割当を

優先的に受けることができる（第 2条 4項）。

これらの方策の具体的な内容や手続きなどについては，2001年12月31日付け

財政省通知106号などにより定められている。

　これらの規定の対象となるプロジェクト・企業は（縫製企業を除くこと以

外は）かなり幅広いようにみえる。たとえば，繊維部門・縫製部門それぞれ

に関する戦略として言及されているデザインの向上や品質管理システムの改

善などへの投資を誘導するというような意図はここにはあまり感じられない。

ただし，計画投資省の担当者によれば，実際には上記ⅱのすべてのプロジェ

クトに優遇金利を適用するには資金が不足するため，プリント加工および染

色関連プロジェクトに限って優遇金利を適用しているとのことであった32。

　投資プロジェクトとして大規模なものは，全国10カ所の新しい繊維・縫製

工業区の建設である33。このうち2005年までに，紡績，織布，染色，仕上げ

の全工程を一貫して行うことができ，廃水処理施設を備えた八つの近代的な

繊維・縫製工業区を完成することとされている。各工業区には 2兆ドン（ 1

億3000万ドル）の投資が予定されている（FEI［2003: 340-341］）。VINATEX

が 2，3の工業区のインフラ投資の主体となり，その経験を踏まえて各地方

（省）がそれぞれの地域における工業区の建設を行うこととされる。また，

原料生産地域開発プロジェクトとしては，政府はドンナイ，ニントゥアン，

ダクラクなどにおける比較的大規模な綿花加工プロジェクトを承認し，また

VINATEXのメンバー企業であるベトナム綿花会社がホーチミン市クチ県で

20ヘクタールの試験的綿花栽培を行ったりしているという（FEI［2003: 50］）。



194 第 6 章　ベトナムの市場経済化・工業化と国家の制度能力　195

　投資額の目標値の大きさからみても，「発展戦略」の重点は投資資金の確

保にあるといってもよいように思われる。しかしながら，その実施状況をみ

ると，現実は「発展戦略」の青写真のようには進展していないようである。

メディアは資金不足を嘆き，政府に対処を求める VINATEX首脳らの声を繰

り返し伝えている。たとえば，2003年 1月29日のベトナムニュース記事によ

れば，VINATEXは政府によって承認された投資総額約 3兆9000億ドン（約

2億6000万ドル）の約60のプロジェクトを実施しているが，うち43のプロジ

ェクトを対象とする約 2兆ドン（約 1億3000万ドル）の優遇ローンを提供す

ることに同意した開発支援基金が，過去 2年間に約9000億ドン（約6000万ド

ル）しか融資を実行できていないという。また，2003年 6月10日のベトナム

ニュース記事によれば，VITASは財政省が起草中の優遇融資の利用に関す

る規則において「発展戦略」に定められたプロジェクトが対象から外される

ことを懸念しているという。

　④　その他の関連施策

　ⅰ　輸出クォータ配分

　「発展戦略」には直接の言及がないが，輸出クォータの交渉と配分は繊

維・縫製産業に対する行政的関与のなかでも最も重要なもののひとつであ

る。対 EU輸出クォータの配分については1993年から1997年まではすべて割

当であり，その配分基準，メカニズムおよび配分結果の詳細については明ら

かでないが，ヴー・クォック・フイほかによれば，「生産能力，前年のクォ

ータ消化率，製品の品質向上のための新規投資などの基準にもとづいて」配

分され，また一部は貧困削減のための「社会政策」の一環（すなわち，経済

的条件の悪い地域に立地する企業への優先的配分など）としても用いられたと

いう（Vu Quoc Huy et al.［2001: 42］）。クォータ配分の決定には VINATEXが大

きな役割を果たしたといわれ（Vu Quoc Huy et al.［2001: 42］），割当を受ける

にあたっては国営企業が非国営企業や外資企業と比べ優遇されていたという

（Hill［1998: 36］）。クォータの売買は禁止されていたが，特に国営企業が割当

を受けたクォータを用いて民間企業に「下請け」生産させるという形態で
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実際には広く行われていたとみられる（Hill［1998: 37］）34。EU向け繊維・縫

製品輸出については，1998年からはクォータ総量の20％（その後25％に拡大）

について入札制度が，さらに2002年には輸出許可証の自動発行制度が導入さ

れた35。

　対米繊維・縫製製品輸出協定は2003年 5月に発効した。これにより2003年

のベトナムの対米繊維・縫製製品輸出の上限は16億5000万ドルとされた36。

クォータ配分は割当によるが，配分基準の枠組みは明らかにされている。た

とえば，2003年には，クォータ総量の65～70％は前年および同年第 1四半期

の実績にもとづいて配分され，23～28％は最近輸出を開始したばかりの企業

またはまだ輸出を行っていないが契約を獲得している企業で生産能力がある

もの，およびアメリカの主要な輸入業者・流通業者と直接契約を締結した企

業に配分され，約 7％は国産原材料を用いる企業や，経済的に不利な地域に

立地しているが生産能力があり，契約を獲得している企業に配分されること

となっている37。クォータ配分基準のなかにも国産原材料の使用を奨励する

趣旨が一定程度織り込まれていることが分かる38。配分基準の決定など制度

構築には商業省，工業省および VITASが関与し，実際の配分にあたっては

商業省，工業省が各企業の申請を審査する39。

　ⅱ　綿花輸入関税割当

　2003年 5月の首相決定91号を受けた同年 8月の商業省通知 4号は，綿花を

含む 3品目について関税割当（customs quota）を適用することを決定した40。

これによれば，一定数量枠外の綿花の輸入には高関税をかけることが可能に

なる。この措置も国内の綿花生産を保護するものとして，「発展戦略」の目

標とも関連しているものと解される。ただし商業省通知 4号は，これらの品

目に関する関税割当の管理に関する規定を行っているが，肝心の割当総量は

別に定めることとしている。2004年の割当総量を定める2003年12月の商業省

通知 9号をみると，他の 2品目については総量が定められているが，綿花に

ついては「需要に応じて」割り当てられる，すなわち無制限とされている。

国産の綿花は近年でも国内の繊維・縫製産業の綿花需要の約10％しか賄うこ
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とができていないといわれ（FEI［2003: 51］），これに関税割当を課すること

には異論が多かったのではないかと推測される41。

⑶　繊維・縫製産業「発展戦略」の有効性と国家の制度能力

　繊維・縫製産業「発展戦略」は，その中心的意図が，主として国営企業を

通じた，資本集約的な繊維部門の相対的な強化にあるという意味において，

ベトナム国家の開発主義志向を示しているものとみることができよう。同戦

略が実際に繊維・縫製産業の発展の方向性に何らかの影響を与えているのか

どうかを判断するのは現段階では困難であるが，ここでは同戦略の策定・実

施の仕組み，特にそこにおける総公司 VINATEXの位置づけに着目しながら，

産業政策の有効性と国家の制度能力について若干の考察を行ってみたい。

　①　誰の「発展戦略」か

　これまでみてきたように，「発展戦略」の策定・実施には，VINATEXが

大きな役割を果たしている。関係者の聞き取りでは，「発展戦略」の意義に

ついて，従来は VINATEXの経営計画イコール繊維・縫製産業の計画であっ

たが，近年，非国営部門，外資部門の比重が増してきたことで，各部門を包

括する計画の作成が必要になったという発言もみられたことは示唆的である

ように思われる42。投資目標額のなかに VINATEX分の目標額が明示されて

おり，VINATEX分だけでも過去の実績の3.6倍に達すること，2，3の繊維・

縫製工業区のインフラ整備は VINATEXの責任とされていることなどからも，

VINATEXが「発展戦略」のなかに自らの重要な役割を書き込み，この文書

を根拠として投資資金を確保しようとする意図がうかがわれる。

　しかし，一方で「発展戦略」は首相レベルの決定により承認・公布され

ており，その起草過程にも実施過程にも多くの省庁，機関が関与している。

VINATEX自身もこれを産業全体の戦略として起草したことは確かであるし，

その内容自体も，必ずしも VINATEXの意図がすべてそのまま反映されてい

るとは限らないようにもみえる。その意味では，先に述べたように，繊維・

縫製産業発展の課題に国家的に取り組む姿勢を示した文書であるといってよ
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いであろう。

　とはいえ，「発展戦略」が国家レベルで強力な支持を得ているかというと

そうではないようである。その主眼であると思われる関連プロジェクトへの

投資資金の確保，財政支援についてはすでに壁に突き当たっている。繊維・

縫製産業を所管する工業省の副大臣も，輸出額，雇用者数，国産原材料使用

率に関する「発展戦略」の三つの主要な目標のすべてを満たすのは非常に難

しい，特に国産原材料使用率に関する目標は達成するのが非常に難しいであ

ろうと述べている（FEI［2003: 20］）。首相決定であっても，関係各機関の間

で一律にその実施と目標達成に関する強いコミットメントがあるかというと

必ずしもそうではないようである。やはりこの文書に関してもっとも強いコ

ミットメントを有しているのは VINATEXであるように思われる。

　②　VINATEXの再編計画

　繊維・縫製産業に関してもうひとつ注目されるのは，「発展戦略」の実

施と並行して，近年再び高まりつつある国営企業改革の機運43のなかで

VINATEXの再編計画が進んでいることである。2003年 6月には2003～05年

における VINATEXに属する国営企業の整理再編計画が公布された44。計画

は VINATEXの45社のメンバー企業のうち，2005年まで現状を維持する（国

家が資本を100％所有し続ける）のは14社のみという思い切ったものである。

現状維持とされる14社の内訳は，名称から判断すると，繊維企業 5社，縫製

企業 3社，繊維・縫製企業 3社，その他（金融，綿花生産，サービス） 3社と

なっている。その選択の基準は，VINATEXによると，法定資本金額が200

億ドン以上であることおよび VINATEXにとって重要な機能を果たしている

企業であることという45。もっとも，株式化の対象とされる企業のうちでも

国家が支配株式を保有することとされるものが19社と多数を占めることなど

から，この改革の直接的な影響を過大評価すべきではないかもしれないが，

VINATEXがこのように国営企業改革の突破口的な位置づけをされていると

ころからみると，繊維・縫製産業における国営企業と総公司，総公司と政府

の関係には遠からぬ将来に何らかの変動がありそうである。そうなったとき
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に政府はどのような発展戦略を立案，実施することになるのだろうか。ある

いは，繊維・縫製産業の国家の支援，介入の対象としての重要性自体が変化

することになるのだろうか。総公司中心の産業政策の行方は，総公司自体の

将来と同様，予測することは難しい。

　繊維・縫製産業に関する限り，その「発展戦略」は国家の政策という形を

とってはいるが，関係各機関によるその実施には一貫性が欠けているようで

ある。VINATEXは一企業であると同時に一種「国家的」な役割を演じてい

るが，その位置づけの曖昧さが一面において「発展戦略」の位置づけの曖昧

さにもつながっていると思われる。総公司の位置づけの曖昧さは，それ自体，

国家の開発の基本方針レベルで存在する不明確さのひとつの反映であるとも

みることができよう。

むすび

　本章では，市場経済システム下においてベトナム国家がどのような開発路

線をとりうるかという問題について，国家の制度能力という観点から考察を

行うため，1980年代の体制移行改革のプロセスから示唆される国家の制度能

力，および経済の安定化が達成されマルチセクター市場経済化が進展してき

た1990年代以降における工業化戦略の動向について検討を行ってきた。1980

年代におけるベトナムのグラジュアリズム改革の成功はある種の国家の能力

を強く推定させるものではあるが，それは必ずしも社会諸勢力の圧力から超

然とした国家が戦略的に改革の速度と順序を決定し，実施したという性格の

ものではなかったと思われる。1990年代以降の開発戦略についてはまだ流動

的な部分も少なくなく，産業レベルの「戦略」が作られるようになったのも

最近のことであって，その有効性について評価を行うことは時期尚早である。

産業レベルの「戦略」にしても，繊維・縫製産業「発展戦略」の内容とその
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実施状況をみる限り，まだ総公司・国営部門の「発展戦略」という性格が強

く感じられ，国家的な取り組みとなりえていない感がある。

　具体的な政策決定・実施のメカニズムは少なからず変化もしているが，両

時期を通じて共通していると思われるのは，国家指導層の内部で基本的な経

済管理の方向性について多元的な考え方があり，その結果，開発の基本方針

に関して一定の流動性があることである。このことは，1980年代においては

政治的継続性を維持しつつ漸進的な体制変化を実現させることに貢献したが，

1990年代以降においては開発政策の方向性について明確な立場をとることを

困難にしているように思われる。異なる立場の共存は後者の時期においても

政治的安定性の維持と無関係ではないと思われるが，状況によってはそのこ

とが経済改革の進展を遅らせ，経済成長にも影響を与えるような事態に陥る

懸念もないわけではない。このような一種のジレンマを抱えているという点

では，ベトナムは先進東アジア開発主義国家とは異なる問題状況を抱えてい

るということはいえるかもしれない。

　中央計画システムが「政府の失敗」の極端な例を体現していたとすれば，

市場経済システムへの転換は，それ自体国家の制度能力にその役割を合わせ

るべく基本的な方針転換を行ったものであるとも評価できる。しかし，市場

経済システム下における国家の役割の選択肢についてはまだ議論と試行錯誤

の段階であり，国家の制度能力自体も発展途上であるというのがベトナムの

今日の姿であるといえよう。

〔注〕
⑴　国家の制度能力の概念については，第 1章，第 3章を参照。すなわち，産
業政策との関係で問題となる国家の制度能力とは，「政府の失敗を引き起こす
ことなく，政府が市場介入を行える能力」であり，より具体的には，特定の
利益集団などに取り込まれない国家の強い自律性や，対象となる産業に関す
る情報を収集し，それにもとづいて適切な政策を立案・実施する能力などの
面を含むと考えられる。筆者の知る限りでは，ベトナムについて明示的にこ
のような問題設定を行っている論文としては Perkins［2001］がある。同論文
は，①中央計画経済になじんだ経済官僚，②経済的意思決定への政治の影響，
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③汚職の蔓延，という三つの理由により，ベトナム（および中国）は韓国や
日本のような産業政策を成功させることは難しいであろうと述べている。よ
り広く国家社会関係や中央地方関係，政治経済学などの観点から国家の有効
性について論じる文献は，本章でも引用されるように，少なくない。
⑵　たとえば，産業育成政策に関するベトナム政府への日本の知的支援の第一
人者である大野健一は，グローバリゼーションの進行という与件のもとで後
発途上国が先進国にキャッチアップしていくために「決定的に重要となるの
が，自ら選んだやり方で国際統合する能力を有しているか否かという点であ
る」（大野［2003: 36］）と述べ，そのような観点からベトナムに関する評価と
して，「ベトナムは共産党独裁とコンセンサス重視のもとで政治的には比較的
安定しており，途上国にありがちな激しい開発政策の振れはみられず，市場
と政府のミックスや国際統合のメリット・デメリットに関しても，きわめて
バランスのとれた立場を堅持している」（大野［2003: 63］）と一定の評価を与
えている。その一方，大野はベトナムの成功がすでに約束されているとは考
えない。「ベトナムの政策はまだまだ未熟」であり，政策のまずさ・遅さが発
展の妨げになったことはこれまでもあったし，将来的にもないとはいえない。
特に問題として指摘されているのは，「縦横にはりめぐらされた政策権限のネ
ットワークの中で，明快で一貫した経済政策が形成されにくく，また急を要
する局面において政策対応が遅い」こと，政策決定過程が「トップダウンで
もボトムアップでもなく，また責任者も明確でない，きわめて不透明なプロ
セス」（大野［2003: 63-64］）であることである。
⑶　Fforde and de Vylder［1996: 246-252］は，ベトナムの市場経済化を「ビッグ
バン」型と評する Perkins［1993］などを含む多くの議論について考察を加え
ている。
⑷　このような国有企業と民間企業に異なる政策を適用するアプローチをツ
ー・トラック・アプローチと呼ぶ。大野は，「体制移行が試行錯誤とプラグマ
ティズムに依拠する過程」（大野［1996: 120］）であることに留意しながらも，
中国やベトナムではツー・トラック・アプローチが「政治的安定に裏づけら
れた長期計画のもとに導入され」（大野［1996: 152］）たものと位置づけてい
る。
⑸　この時期の主要文書のリストについては，Fforde and de Vylder［1996: 
168-171］参照。
⑹　1981年の「生産物請負制」は請負の単位を労働者および労働者グループと
していたが，「単価請負制」ではこれを家族単位に代え，労働点数に応じた分
配を廃止した。土地の委託期限も 5年から15年に延長された。また，農家世
帯に人口比例で分配した残りの土地を経営能力のある農家に入札によって請
け負わせることとした（木村［1996: 212-213］）。
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⑺　安定化政策については，竹内［1996: 19-22］など参照。
⑻　この時期，党書記長の交代はなく，1960年に選出されたレ・ズアンが1986
年 7月に死去するまで党書記長を務めていた。レ・ズアンの影響力は，その
地位に付随するものというばかりでなく，戦時に培われたその個人的威信に
よっても支えられていたとみられる（Dang Phong and Beresford［1998: 62］）。

⑼　Dang Phong and Beresford［1998: 74］は，「合理的なプライオリティを重工
業に付与し，同時に軽工業と農業を強力に発展させる」という第 3回党大会
のスローガンをこのような曖昧な方針の例としてあげている。

⑽　Vasavakul［1997: 81-83］は，リーダーシップレベルにおける政策決定過
程研究のアプローチとして，党派権力（factional power）アプローチ，集団
リーダーシップ（collegial/collective leadership）アプローチ，およびセクター
（sectoral）アプローチをあげる。利益団体政治仮説は，各セクターを一種の利
益団体とみてその圧力・抵抗・要求などによってベトナムの政治過程を説明
しようとするもの（Vasavakul［1997: 83］，Riedel and Turley［1999: 40］）。な
お，政治局レベルにおけるドイモイ路線形成プロセスについては，当時の指
導者チュオン・チンの役割を中心に分析した古田［1999］が詳しい。

⑾　ただし，古田［1998: 200］は，「中央委員会総会は，問題提起の場にはなり
えても，実質的な政策論争の場としては機能しておらず，この点ではやはり，
政治局会議のほうが重要な意味を持っているように思われる」と述べている。
セクターアプローチの議論でも，具体的にどのように中央委員会における勢
力が政治局内の改革派と連動したのかは明らかでない。

⑿　白石［1999: 42］によれば，国家資本主義セクターとは「国営経済と私営経
済（外資系を含む）の間の合弁や経営協力の形態」を指し，現在のベトナム
の文脈では「国営企業と国内民間企業や外国企業との間に設立された合弁企
業を，国営経済セクターの外延部に包含し，国家による管理，監督の下にお
くための形態として機能するように思われる」とされる。もっともこれも折
衷的，曖昧な表現であり，異なる解釈の余地もある。たとえば，古田は「国
家資本主義」の強調を国営企業の役割をなし崩しに低下させるという改革派
寄りの意味合いをもつものとみているという（白石［1999: 72］）。

⒀　ただし，この部分が最終的に削除されたのは，この点に関して意見の一致
が得られなかったことをも示している。Riedel and Turley［1999: 38-39］によ
れば，同政治報告草案の立場と対極にある考え方（「改革派」の立場）を示す
ものとして，1995年 8月に当時の首相，ヴォー・ヴァン・キェットが他の政
治局メンバー宛に送ったとされる手紙がある。この手紙のなかで，キェット
は，国家経済部門の主導的役割が社会主義の基準や目標であると考えるのは
完全な誤りであり，国営経済部門が効率的に資源を動員したり雇用を供給し
たりすることができないことはドイモイ以前の経験から明らかであるなどの
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主張を展開しているという。
⒁　1980年代末に価格統制の撤廃，補助金の削減などの改革が行われると，多
くの国営企業が経営困難に陥った。1990年前半には地方の小規模，赤字企
業を主たる対象として国営企業の整理がかなりの速度で進んだ。1990年当時
は 1万2000社以上あった国営企業は，1995年には6310社まで減少した（竹内
［1996: 25］，秋葉［2000: 299］）。また，1992年には試験的に国営企業の株式会
社化（株式化）が始まり，主として中小国営企業の経営効率化のための有効な
手段であるとみなされてきた。もっとも，1992年から1997年の間の株式化の
実施件数は数えるほどであり，年間数百件単位で株式化が実施されるように
なったのは1998年以降のことである。
⒂　工業省は2001年末時点で18の業種につき産業別マスタープランを作成して
いるという（大野［2003: 48］）。うち 9業種（電力，化学，製紙，繊維・縫
製，鉄鋼，タバコ，電子・情報通信，石油・ガス，造船）については91型総
公司が設立された業種と重なっている。
⒃　たとえば，和田［1999］は，総公司の主たる活動は，「定期的に送付される
財務報告を通じてメンバー企業の経営をチェックすること，そして直接投資
を行う外国企業を各国営企業へと割り振ること程度のようである」と述べ，
むしろ直接投資の受入を通じて総公司がレントシーキングのメカニズムとし
て機能している可能性を指摘している（和田［1999: 344］）。
⒄　2003年では，繊維・縫製品の輸出はベトナムの輸出総額の18％を占め，原
油の19％に次いでいる（UNDP Viet Nam Socio-economic Statistical Bulletin）。
⒅　ただし，GSOの統計は恐らく非給与労働者を含んでいない。1998年版

Vietnam Living Standard Surveyによると，繊維・縫製部門の就業者数は約 2倍
の計110万人以上になる（Thoburn et al.［2002: 30］）。
⒆　2003年 5月にハノイで開催されたWTOフォーラムにおける VINATEXのプ
レゼンテーション資料による。もっとも，繊維企業のなかには企業内に縫製
部門をもつものが多くなっている。
⒇　Thoburn et al.［2002: 16］は，VINATEXのウェブサイトに掲載された別の
資料によれば，繊維・縫製部門の生産に占める VINATEXのシェアは31％にす
ぎないことにも留意している。また，FEI［2003: 106］によれば，2002年には
国営企業全体で繊維・縫製輸出の40％を占めたという。
21　Viet Nam News, Feb. 10, 2003より。米越通商協定が発効するまではベトナム
のアメリカ向け繊維・縫製品には平均40％以上の関税率が適用されていたが，
協定発効後は 3～ 4％まで下がった。
22　少なくとも1997年までは縫製品を含む一定の消費財の輸入は量的制限の対
象でもあった（CIE［1998: 28］）。
23　FEI［2003: 170］によると，Garment 10，Viet Tien，Duc Giang，Nha Beな
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どの最大手縫製企業の収益に占める国内市場の割合は20％程度という。
24　CMTは裁断（cut），縫製（make），仕上げ（trim）の 3工程のみを行う生
産・流通形態を指す。これに対し，「資材や副資材などの調達をベトナム縫製
企業が自ら行い，縫製品を海外バイヤーに売る方法」をベトナムでは「FOB

（free on board）型製品輸出」と呼んでいる（後藤［2003: 144］）。
25　CMT輸出がベトナムの比較優位に適合的である点については後藤［2003］
参照。ベトナムにおいて CMT型委託加工への依存度が高いことは，国内にお
ける原材料調達の問題以前に，ベトナム縫製企業にマーケティング能力が欠
如していることに起因していると思われる。

26　Hill［1998: 44-45］は，国営企業のパフォーマンスについて，ひとつの事例
としてナムディン繊維会社の破綻とその事後処理のあり方に言及している。
同社はハノイ市の南90キロメートルに位置し， 1万8000人の労働者を抱える
主要な繊維生産企業であるが，1995年に数人の幹部が逮捕され，汚職も絡ん
だとみられる経営の問題が明るみに出た。中央銀行，工業省などは新たな融
資や補助金をつぎ込み，結果として融資の焦げ付きなどによる銀行システム
と国庫への損害は4000万ドルに達したともみられる。

27　2003年12月の VINATEX聞き取りによる。同様の産業別マスタープランは18
業種について作成されたものとみられる（大野［2003: 48］）。

28　ホーチミン市工業局の担当者は，マスタープランおよび発展戦略の意義に
ついて，これまでは各省，各地方がばらばらに繊維・縫製産業に関する計画
を作っており，中央・地方，中央の国営企業と地方の国営企業などの間の調
整ができていなかったが，現在では包括的な戦略を作ることにより，工場や
原料生産の配置を合理化することなどが可能になったと述べた（2003年12月
聞き取り）。

29　2003年12月 VINATEX聞き取りによる。ただし，FOB型輸出という用語は
「資材や副資材などの調達をベトナム縫製企業が自ら行い，縫製品を海外バ
イヤーに売る方法」（後藤［2003: 144］）を指して用いられており，正確には
FOBイコール国産原材料の使用ではない。

30　2001年12月31日付け財政省通知106/2001/TT-BTC第 7条。
31　2001年12月31日付け財政省通知106/2001/TT-BTC第 8条。
32　2003年12月の聞き取りによる。
33　フンイェン，タイビン，ハイフォン，タインホア，ダナン，クァンガイ，
ビンズオン，ドンナイ，ロンアン，カントーの10カ所。ただし，2003年12月
の VINATEX聞き取り時には，これにバクニンを加えた11カ所ということで
あった。

34　特に早い時期においては，大規模で一定の信用があると思われる国営企業
が外国のバイヤーから大量の注文を受け，それを小規模零細の民間事業者に
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下請けに出すという仕組みには，一定の合理性があったとも考えられる（Tran

［1997: 115］）。
35　VINATEXによると，入札制度は基本的に大企業によって利用されていた
が，輸出許可証の自動発行制度は，2001年末の米越通商協定の発効により多
くの輸出企業がアメリカ市場に向かい，EU向けクォータに対する関心が薄く
なったことから，中小企業の参入を促進するための手段として導入されたと
いう。もっとも，別の説明によれば，自動発行制度が導入されたのは，クォ
ータの割当が工業省，商業省，計画投資省に加え，ハノイ，ハイフォン，ホ
ーチミン，ダナンの 4市によっても管理されるようになり，執行の柔軟性が
減少したためであるとされる（FEI［2003: 184］）。しかし，自動発行制度も問
題がないわけではなく，同資料によれば，2002年には企業の方が新しいシス
テムの柔軟性に対処できず，契約を締結したもののクォータを得ることがで
きないなどの混乱が生じたという（FEI［2003: 184］）。
36　これは2002年の実績（約 9億ドル）と比べるとベトナムに有利ともみえる
が，2003年に入ってからの輸出のペースが月 2億ドルに達していることに鑑
みると，むしろその伸びを抑制する意図をもつものであると考えられる。
37　2003年 5月27日付け商業省・計画投資省・工業省通知02/2003/TTLT/BTM-

KHDT-CN II.1.2。
38　2004年の配分基準では，クォータ総量の75％は2003年 5月 1日から同年末
までの期間の輸出実績にもとづいて配分され， 7％は国産生地・原材料を用
いた縫製品の輸出契約に， 2％は2004年上半期にアメリカ向けにクォータ外
の繊維・縫製品の輸出を行った企業に，6％は生産能力を発展させた企業に，
1 ％は 1から 2のカテゴリーで近代的な大規模投資を行い，高い専門性を
有し，輸出価格の高い完成品の輸出を行う企業に， 3％は遠隔地に立地する
企業に， 5％は2002年または2003年にベトナムで生産された縫製品を2000万
ドル以上輸入したアメリカの主要な輸入業者・流通業者と契約を締結した企
業に対して配分することとされる。2003年10月 8日付け商業省・工業省通知
07/2003/TTLT/BTM/BCN II.1。
39　最近までは商業省，工業省に加え，計画投資省もクォータ管理に参加して
いた。
40　ちなみに，綿花以外の品目はタバコの葉と塩である。
41　2003年12月 VINATEX聞き取りによると，「発展戦略」の立案者である

VINATEX自身も，綿花の関税割当措置は必要でないと考えていたという。
42　2003年12月の聞き取りによる。もっとも繊維・縫製産業に占める VINATEX

の比重が低くなるにつれ，VINATEXが産業政策の策定・実施に中心的な役割
を果たすことの正統性も問題になると思われる。
43　最近の国営企業改革，特に総公司再編に関する動向については石田［2004］
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参照。
44　VINATEXは，ベトナム版 PRSP（Comprehensive Poverty Reduction and 

Growth Strategy：CPRGS）にも掲げられた総公司の試験的再編計画策定，実
施の対象となった三つの総公司のうちのひとつである。再編案の内容につい
ては，2003年 6月 9日付け首相決定113/2003/QD-TTg参照。

45　2003年12月聞き取り。
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